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障害者支援課 

 

 

 

 

使用方法 

支給申請（更新）の際に、「（様式第 13号）支援の程度に関する調査票」を作成するにあた

っては、こちらの判断基準をご参照ください。 

（平成 26 年（2014 年）４月 厚生労働省 障害者総合支援法における障害支援区分認定

調査員マニュアルより抜粋） 

 

留意点  

○ 「できたりできなかったりする場合」は、「できない状況」に基づき判断する。 

なお、「できない状況」に基づく判断は、運動機能の低下に限らず、 

・「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害（意欲低下や多動等）」や「内部障

害や難病等の筋力低下や易疲労感」等によって「できない場合」 

・「慣れていない状況や初めての場所」等では「できない場合」を含めて判断する。 

○ 「障害の状態や難病等の症状に変化がある場合」や「視覚障害や盲重複障害、聴覚障害

やろう重複障害により意思決定のためには情報提供等の支援を必要とする場合」、「知的障

害、精神障害や発達障害により調査項目に関する意思決定が困難な場合」は「支援が必要

な状態」に基づき判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



コミュニケーション 

１．日常生活に支障がない 

２．特定の者 

３．会話以外の方法 

４．独自の方法 

５．コミュニケーションできない 

判断基準 

［０点：日常生活に支障がない］ 

○ 日常生活におけるコミュニケーションに支障がない場合。 

［１点：特定の者］ 

○ 特定の者であればコニュニケーションできる場合。 

○ 特定の話題や状況であればコミュニケーションできる場合。 

［１点：会話以外の方法］ 

○ 音声言語による会話ではコミュニケーションできないため、手話や筆談、メール、意思

伝達装置等でコミュニケーションする場合。 

［２点：独自の方法］ 

○ 独自の方法（本人独特の身振りや仕草）でコミュニケーションする場合。 

○ 重度肢体不自由のため、まばたき等でコミュニケーションする場合。 

○ 盲ろう（視覚と聴覚の重複障害）のため、触手話や指点字等でコミュニケーションする

場合。 

［２点：コミュニケーションできない］ 

○ 重度の知的障害、精神障害や意識障害等のため、コミュニケーションできない場合。 

○ コミュニケーションできているかどうか判断できない場合。 

 

説明の理解 

１．理解できる 

２．理解できない 

３．理解できているか判断できない 

判断基準 

［０点：理解できる］ 

○ 説明を全て理解し、それに反応（返事、うなづき、無視等）する場合。 

［１点：理解できない］ 

○ 説明を全ては理解できず、説明に応じた行動ができない場合。 

［２点：理解できているか判断できない］ 

○ 説明を理解できているか判断できない場合。 

 



大声・奇声を出す 

○ 周囲が驚いたり、他者が迷惑となるような大声や奇声を出す場合。 

○ 物などを使って周囲に不快な音を立てる場合を含む。 

 

異食行動 

○ 食べられないものを口に入れたり、飲み込んだりする異食行動がある場合。 

○ 異食行動を未然に抑えるため、異食しそうなものを周囲に置かない場合。 

 

多動・行動停止 

 ○ 特定の物や人（対象が明確でない場合も含む。）に対する興味関心が強く、思うとおり

にならないと多動になったり、その対象にこだわって動かなくなってしまう場合。 

○ 生活場面において、目的や意味が理解できず、行動に支障をきたす場合。 

 

不安定な行動 

○ 予定や手続き、日頃から慣れている支援者や状況等が変わることが受け入れられず、突

然大声を出したり、興奮する等のパニック状態になる等、行動が不安定になる場合。 

○ 不安、恐怖、焦燥等にかられて衝動的な行動がある場合。 

 

自らを傷つける行為 

○ 自ら傷跡が残るほど自分の体を叩いたり傷つける、頭髪を抜く、手首を切る、多量の薬

を服用する等、自分の体を傷つける行為がある場合。 

○ 自分の体を傷つける行為をとるが、環境上の工夫等があるため、傷ついていない場合。 

 

他人を傷つける行為 

○ 他人を叩く、髪の毛を引っ張る、蹴る等、他人を傷つける行為がある場合。 

○ 壁を壊したり、ガラスを割ったりする等、他人を傷つける危険性がある場合 

○ 他人を傷つける行為をとるが、環境上の工夫等があるため、傷ついていない場合。 

 

不適切な行為 

○ 興味や関心が優先したり、適切な意思表示ができなかったり、判断能力が不十分だった

りする等により、不適切な行為がある場合。 

例：急に他人に抱きつく、断りもなく物を持ってきてしまう、他人をのぞき込む、 

急に他人に接近する 

○ 不適切な行為を行おうとするが、それを防ぐための支援を行っている場合。 

 



突発的な行動 

○ 関心が強い物や人（対象が明確でない場合も含む。）を見つけたら、突然そちらへ走っ

ていってしまう等、突発的な行動がある場合。 

○ 突発的な行動を行おうとするが、それを防ぐための支援を行っている場合。 

 

過食・反すう等 

○ 過食や過飲、拒食、反すう等、食に関する行動上の問題がある場合。 

 

そう鬱状態 

○ 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には抑鬱気分により思考力が低下し、考えがまとま

らないため、日常生活に支障をきたす場合。時に死にたいと言ったそぶりを示し、危険を

防止するために誰かがそばについているなどの配慮が必要とされる場合。 

○ 気分の高揚により、活動性が亢進し、様々なことを思いつき、次々と行動に移すが、注

意力が散漫であるため、その結果は失敗に終わることが多く、社会生活に影響を及ぼす場

合。時に自尊心の肥大から、他者への攻撃性が高まり、暴力的になることもあるため、社

会的な対応が必要とされる場合。 

○ 上記の状態が繰り返される場合。 

 

反復的行動 

○ ある考えに固執し、特定の行為を反復したり、儀式的な行為にとらわれる等により、動

作に時間がかかり日常生活に支障が生じる場合。 

例：必要以上に手を洗う、必要以上に施錠を確認する 

 

対人面の不安緊張、集団への不適応 

＜対人面の不安緊張＞ 

○ 人に会うと緊張状態になる、危害を加えられるのではないかという強い不安が生じる等

のため、外出等ができない場合。 

○ 長期にわたって引きこもり状態である場合は、「ほぼ毎日（週５日以上の）支援」を選

択。 

＜集団への不適応＞ 

○ 家族や家族以外の社会参加の機会を拒否したり、その場にいても一緒に行動できない場

合。 

 

 

 



読み書き 

１．支援が不要 

２．部分的な支援が必要 

３．全面的な支援が必要 

判断基準 

［０点：支援が不要］ 

○ 何らかの支援がなくても、「読み書き」の全てを自分で行うことができる場合。 

［１点：部分的な支援が必要］ 

○ 「読み書き」の全てを自分で行えるが、見守りや声かけ等の支援（支援者等による対象

者の身体に触れない支援）が必要な場合。 

○ 「読み書き」の一部を自分で行えないため、部分的に支援（見守りや声かけ等の支援を

除く）が必要な場合。 

○ 書くことはできないが、パソコン等の代用手段がある場合。 

［２点：全面的な支援が必要］ 

○ 「読み書き」の全てを自分で行えないため、全面的に支援（見守りや声かけ等の支援を

除く）が必要な場合。 

○ 「読み書き」の目的や内容を理解していない場合。 

○ 視覚障害や盲重複障害のため、点字等を使用している場合。 

○ 学習障害のため、読み書きが困難な場合。 

 


